
平成平成平成平成 27 年第年第年第年第 2 回定例会回定例会回定例会回定例会        総務常任委員会記録総務常任委員会記録総務常任委員会記録総務常任委員会記録 

開開開開    催催催催 

日日日日    時時時時 

平成２７年６月２２日 午前 ９時５９分～ 

平成２７年６月２２日 午前１１時０７分 

召集場召集場召集場召集場

所所所所 

第１委員会室 

付付付付    託託託託 

事事事事    件件件件 

議案第議案第議案第議案第82828282号号号号    平成平成平成平成27272727年度西予市一般会計年度西予市一般会計年度西予市一般会計年度西予市一般会計補正補正補正補正予算予算予算予算（（（（第第第第1111号号号号））））    

出出出出    席席席席 

委委委委    員員員員 

岡山 清秋 源  正樹 菊池 純一 

田中 徳博 二宮 一朗 小野 正昭 

藤井 朝廣   

説明員説明員説明員説明員 

総務部長 宗 正弘 総務課長 三好 敏也 総務課長補佐 山住 哲

司 

危機管理課長 宇都宮 

裕 

危機管理課長補佐酒井広

一 

情報推進課長 山口 正

人 

議会事務局長 浅野 信

也 

消防長 菊池 直 消防総務課長 清家 兼

二 

防災課長 佐藤 克也 西予消防署長 西川 傳 野村支署長 渡邊 幸二 

   

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なし   

源副委員長 

 

岡山委員長 

源副委員長 

宗総務部長 

源副委員長 

岡山委員長 

 

 

 

 

三好総務課長 

岡山委員長 

源副委員長 

 

 

三好総務課長 

 開会宣告を行うと共に、委員長に挨拶を促す。 

 （開会 午前９：５９） 

 挨拶を行う。 

 宗総務部長に挨拶を促す。 

 挨拶を行う。 

 委員長に進行を促す。 

 議案審査に入る旨を告げる。 

【総務部】 

【総務課所管分】 

議案第議案第議案第議案第82 号号号号平成平成平成平成27 年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算（（（（第第第第1 号号号号）））） 

をををを議題議題議題議題としてとしてとしてとして、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

予算書により説明を行う。（職員給与費及び賃金等の全体を説明） 

 質疑を諮る。 

 今嘱託職員の給料の引き上げがあったということで、0.58％だったかと思い

ますが、わかれでいいんですけど、だいたい嘱託職員の方って何人ぐらいい

らっしゃるかわかりましたら数字の方を教えてください。 

今程の源委員さんのご質問にお答えをいたします。今年度6月1日現在の嘱



 

岡山委員長 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮危機管理課長  

岡山委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口情報推進課長 

岡山委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅野局長 

岡山委員長 

菊池委員 

 

 

 

 

託職員でございますが、226人でございます。以上です。 

 質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

暫時休憩（１０：１１） 

再開します（１０：１３） 

【危機管理課所管分】 

議案第議案第議案第議案第82 号号号号平成平成平成平成27 年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算（（（（第第第第1 号号号号）））） 

危機管理危機管理危機管理危機管理課所管分課所管分課所管分課所管分についてについてについてについて、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

予算書により説明を行う。 

 質疑を諮る。 

質疑無く、質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案どおり可決すること宣言する。 

暫時休憩（１０：１９） 

  再開します（１０：２１） 

【情報推進課所管分】 

議案第議案第議案第議案第82 号号号号平成平成平成平成27 年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算（（（（第第第第1 号号号号）））） 

情報推進情報推進情報推進情報推進課所管分課所管分課所管分課所管分についてについてについてについて、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

予算書により説明を行う。 

 質疑を諮る。 

質疑無く、質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

暫時休憩（１０：２７） 

  再開します（１０：４０） 

【議会事務局所管分】 

議案第議案第議案第議案第82 号号号号平成平成平成平成27 年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算（（（（第第第第1 号号号号）））） 

議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局所管分所管分所管分所管分についてについてについてについて、、、、局局局局長長長長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

予算書により説明を行う。 

 質疑を諮る。 

 この補正予算については特にございませんが、前回の事務局長にも質問した

んですけど、議長交際費というのがあります。議長交際費の金額を教えてい

ただけますか。 

暫時休憩（１０：４３） 

  再開します（１０：４４） 



浅野局長 

 

 

菊池委員 

 

 

 

 

 

浅野局長 

 

 

菊池委員 

 

岡山委員長 

 

 

 

 

 

 

菊池消防長 

岡山委員長 

 

 

清家消防総務課長 

岡山委員長 

源副委員長 

 

 

 

 

 

 

菊池消防長 

 

議長交際費についてでございますが、当初予算に計上しておりますが、1款1

項1目議会費の中で、10節交際費議長交際費で100万円を計上しております。

以上です。 

 前回も多分100万円だったとい思うんです。ずっとここ何年か100万円で私

は記憶しとるんですけど、それを実際に議長がそういうことで使ったという

のが、多分3分の1も無かったような気がするんです毎年。それで、歴代の

議長さんがいつもこう言われるんですけどね。もう少し幅持たせて、議会の

ために使うような、使いたいといったことがあるんですけど、そこら辺は局

長はどういう風に考えられとるかお聞きいたしたいと思います。 

 予算が毎年のように100万円計上されていて、大体3分の1ぐらいしか使わ

れていない。残りの分を議会のためにと言うことであれば、議長との協議の

中で検討をさせていただいたらと思います。以上です。 

 わかりました。じゃあ是非議会のためにですね、有効活用をお願いしたいと

思います。以上です。 

 質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

暫時休憩（１０：４７） 

再開します（１０：５２） 

【消防本部】 

消防長に挨拶を促す。 

 挨拶を行う。 

【消防本部所管分】 

議案第議案第議案第議案第82 号号号号平成平成平成平成27 年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算（（（（第第第第1 号号号号）））） 

消防本部消防本部消防本部消防本部所管分所管分所管分所管分についてについてについてについて、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

 予算書により説明する。 

 質疑を諮る。 

 先程施設整備事業、俵津地区の消防団の将来的な統合に備えるためというご

説明を頂きましたが、例えば俵津分団1部から3部まであると思うんですけ

れども。具体的に統合、よく明浜の酒井議員の方が、消防団員の不足及び、

あれだけ狭い地域に 3 つはいらないと、よく言われたように記憶しておるん

ですけれども、そのあたりの将来、1.2.3とあるものを統合しましょうという

事が具体的に話として出てるのかどうかを確認させていただければと思いま

す。 

 ただ今の源委員の質問ですが、これは早くに議会の方でも酒井議員さんの方

から問いただされて、その折に消防団の方へまず団としてはどう考えている



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野委員 

 

 

 

清家消防総務課長 

 

 

 

 

 

 

岡山委員長 

 

のか。そして地域としてはどう考えているかという事で、もう何年も前から

この話については進めていたわけです。今回国道の拡張に伴いたまたま 1 部

と 2 部が道に掛かりまして、それで今後どうするかというとこで、その代替

地で建設予定地だったんですけど、その建設予定地が二つの詰所が近くなる

ということで、その近い所に二つの詰所が要るのかなということが、まず査

定の時に話が出ました。そこで地域の人や酒井議員も言われていたように、

海岸端でなく少し岡の方へ上がってはどうかいうような意見もあったと思い

ますが、その辺も加味しながらもう一度話してくださいということで、地域

にもう 1 回振り戻しまして、それで消防団関係、そして出来れば三つが先程

言われたように一つになれば、今度大きくその 1ヶ所に集めて、消防車両が

3 台入る地域の要としてやってはどうかという意見も出ておりました。ただ

地域性がありまして、やはり1部と2部が一緒になるのはなかなか難しいで

すと、しかしながら 2 部と 3 部は将来的なものを見越して、3 部の方が非常

に人口減と、団員確保に非常に困っているという話が出ておりまして、それ

を消防団幹部、地域の人に話を持って行ったところ、将来的なことも見たら

そこまでやって欲しいという意見が、地域から上がってきた状況となりまし

て、それではということで、場所の選定においてもちょっと内陸部に移って、

詰所の間隔もある程度も取れ、今の 3 部については修理も必要な状況にあり

ますので、最初は2部と3部の看板は付くかもしれませんけど、将来的には

合併する方向に話が行くということは、私たちが指導するんではなくて、内

部の方からそういう話がはいってきたということであります。以上です。 

 参考までにお聞きしたいんですけどね。俵津分団の1部から3部あると仰い

ましたよね。例えば渡江は俵津分団に入るんですか、入らんのですか。それ

とどういう区分けになっているんですか、どういうふうな状況なのか教えて

ください。 

 1部、2部、3部と申しますと、俵津に降りていきますとまず点滅信号がござ

いますが、左に行ったところに1部、右に2部がございまして、ちょっと奥

に入った新田というところに 3 部がございます。そこら一体に集中している

んでございますが、3 部の方が団員さんの確保も今消防長が申しましたけれ

ども難しくなるのではないかということで、今地区の方でいろいろ諮ってい

ただいて、ここだったらいいのではないかという話でございます。なお、渡

江は俵津分団ではございません。 

 質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

暫時休憩（１１：０７） 



平成平成平成平成 27 年第年第年第年第 2 回定例会回定例会回定例会回定例会        総務常任委員会記録総務常任委員会記録総務常任委員会記録総務常任委員会記録 

開開開開    催催催催 

日日日日    時時時時 

平成２７年 ６月２２日 午後 ０時５９分

～ 

平成２７年 ６月２２日 午後 ２時４４分 

召集場召集場召集場召集場

所所所所 
第３委員会室 

付付付付    託託託託 

事事事事    件件件件 

議案第議案第議案第議案第 77773333 号号号号    西予市立学校及西予市立学校及西予市立学校及西予市立学校及びびびび幼稚園設置条例幼稚園設置条例幼稚園設置条例幼稚園設置条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例制定条例制定条例制定条例制定にににに

ついてついてついてついて    

議案第議案第議案第議案第76767676号号号号    西予市過疎地域自立促進計画西予市過疎地域自立促進計画西予市過疎地域自立促進計画西予市過疎地域自立促進計画のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第77777777号号号号    辺地辺地辺地辺地にににに係係係係るるるる公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画のののの策定策定策定策定についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第78787878号号号号    辺地辺地辺地辺地にににに係係係係るるるる公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第 79797979 号号号号    八幡浜八幡浜八幡浜八幡浜・・・・大洲地区大洲地区大洲地区大洲地区ふるさとふるさとふるさとふるさと市町村圏基金市町村圏基金市町村圏基金市町村圏基金のののの取取取取りりりり崩崩崩崩しにしにしにしに伴伴伴伴うううう権利権利権利権利

のののの放棄放棄放棄放棄についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第82828282号号号号    平成平成平成平成22227777年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算((((第第第第1111号号号号))))についてについてについてについて    

出出出出    席席席席 

委委委委    員員員員 

岡山 清秋 源  正樹 菊池 純一 

田中 徳博 二宮 一朗 小野 正昭 

藤井 朝廣   

説明員説明員説明員説明員 

企画財務部長 大平 利

幸 

財政課長 山岡 薫彦 財政課長補佐 宇都宮明

彦 

総合政策課長 藤井 兼

人 

総合政策課長補佐 林啓

次 

まちづくり推進課長高橋

司 

教育部長 松川 伸二 教育総務課長 片山 武

彦 

学校教育課長 檮川 桂

一 

生涯学習課長 中須賀敏

幸 

文化体育振興課長 土居

眞二 

明浜教育課長 佐藤 俊

二 

野村教育課長 岡上 昌

三 

城川教育課長 塩崎ひと

み 

三瓶教育課長 三好 栄

二 

   

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 
なし   

   

源副委員長 

 

岡山委員長 

 

源副委員長 

大平企画財務部長 

源副委員長 

 再開宣告を行うと共に、委員長に挨拶を促す。 

 （開会 午後０：５９） 

 挨拶を行う。 

【企画財務部】 

 大平企画財務部長に挨拶を促す。 

 挨拶を行う。 

 委員長に進行を促す。 



岡山委員長 

 

 

山岡財政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大平企画財務部長 

 

 

 

 

 

 

 

岡山委員長 

 

 

 

藤井総合政策課長 

岡山委員長 

小野委員 

 

 

 

藤井総合政策課長 

 

 

 議案審査に入る旨を告げる。 

【財政課所管分】 

議案第議案第議案第議案第82828282号平成号平成号平成号平成22227777年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算((((第第第第1111号号号号))))についてについてについてについて    

財政課所管分財政課所管分財政課所管分財政課所管分についてについてについてについて、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

予算書により説明を行う。 

 質疑を諮る。 

 質疑無く、質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決することを宣言する。 

質疑を終結する。 

暫時休憩（１３：０８） 

再開します（１３：０９） 

【総合政策課所管分】 

議案第議案第議案第議案第76767676号西予市過疎地域自立促進計画号西予市過疎地域自立促進計画号西予市過疎地域自立促進計画号西予市過疎地域自立促進計画のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

先に、私の方からはお詫びを申上げたいと思います。6月12日付で提出して

おります議案書中に誤記がございました。お手元に配布しております正誤表

により訂正をお願いいたします。訂正箇所につきましては議案書の 19 ペー

ジ、議案第76号西予市過疎地域自立促進計画の変更について、この20ペー

ジ及び 21 ページの別紙様式 2 及び別紙様式 3 中の西予市野村介護老人福祉

施設つくし苑増築事業につきまして、西予市野村介護老人福祉ではなくて保

健施設つくし苑増築事業に訂正させていただくものでございます。お詫び申

し上げるとともに、訂正をお願いいたします。 

ただ今部長より訂正案を出されました。この件につきましてご承認いただけ

ますか。 

（異議なしの声） 

それではそのように致します。 

資料により説明を行う。 

質疑を諮る。 

先程議案書の変更がございましたけれども、まず 1点、いつこの議案書の誤

りに気が付いたのかどうか。それから以前に提出されとる議員全員配布をさ

れてますけれども、当担当常任委員会以外の議員さんにはどのような方法で

配布するのか、お断りをするのかお伺いをします。 

訂正に気付きましたのが、一般質問の質疑が終わった後でございまして、議

場での訂正が間に合わなかったものですので、今回委員会の方にご報告をさ

せていただきました。また他の議員の皆様につきましては、最終日の全員協
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高 橋 ま ち づ く り 推 進 課 長 

議会の前若しくは、議場にて訂正をさせていただきたいというふうに考えて

おります。この件につきましてはまた議長様また委員長様とご相談させてい

ただいて、訂正の説明をどのようにするかは協議を受けて、決定したいと思

っております。以上でございます。 

最近議案書の訂正箇所が各議会毎にあるんですよね。相当皆さんが目を通し

ておると思いますし、人間のすることですから誤りはあろうと思いますけれ

ども、特にこの議案書いうのは議員にとっては一番重要でかつ責任を持って

審査をしないといけない物に、誤った議案書を議会に提出されることは本当

に我々憤りを感じますんで、今後ともこの部署だけじゃなしに、市長部局教

育委員会部局、これは総務部の方が部課長会議によく徹底するようなことを

この場を借りて私の方から要請要望お願いをしときます。 

他にありませんか。 

 質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

暫時休憩（１３：１６） 

再開します（１３：１７） 

議案第議案第議案第議案第77777777号辺地号辺地号辺地号辺地にににに係係係係るるるる公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画のののの策定策定策定策定についてについてについてについて    

議案第議案第議案第議案第78787878号辺地号辺地号辺地号辺地にににに係係係係るるるる公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画公共的施設総合整備計画のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

関連議案関連議案関連議案関連議案であるであるであるである為一括為一括為一括為一括でででで部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

資料により説明を行う。 

質疑を諮る。 

質疑無く、質疑を終結する。 

議案第 77 号辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定について採決に移る

旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

議案第 78 号辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更について採決に移る

旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

暫時休憩（１３：２２） 

再開します（１３：２４） 

【まちづくり推進課所管分】 

議案第議案第議案第議案第 79797979 号八幡浜号八幡浜号八幡浜号八幡浜・・・・大洲地区大洲地区大洲地区大洲地区ふるさとふるさとふるさとふるさと市町村圏基金市町村圏基金市町村圏基金市町村圏基金のののの取取取取りりりり崩崩崩崩しにしにしにしに伴伴伴伴うううう権利権利権利権利

のののの放棄放棄放棄放棄についてについてについてについて    

部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

資料により説明を行う。 
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高 橋 ま ち づ く り 推 進 課 長 

質疑を諮る。 

 今回の議案に関して異論があるわけじゃないんですけれども、課長の担当の

ところがもうここしかないと思いますんで、関連で質問をさしていただいた

らと思います。ジオを含めて西予市の観光的な所も担当されとると思うんで

すけれども、もうジオパークが認定されてかなり経ってきていろんなところ

で、あれどうなってるのという話を聞かれていると思いますし、観光地の案

内等は進んどるとは思うんですけれども。四国の中で室戸が世界ジオですけ

れども、日本ジオパークは県内で西予市だけというところの先行メリットが

段々と薄れてきているんじゃないかという気がしてきているんです。私の中

でどういう風にしたら西予市の情報を発信できるのかなと考えている中で、

よく東京などで愛媛県の紹介をするようなブースがあるじゃないですか。そ

れで愛媛県の中心は松山なので、松山に西予市のブースをおけるような、情

報発信ができるようなことができないかなと思っているわけです。これは観

光だけじゃなくて、今から取り組む移住とか、空き家情報とかも含めて、ま

た物産も含めてもそんなに大きなブースは必要じゃないと思うんですよね。

今松山がいろんなことで元気な感じがするわけですよね。道後温泉とか、ロ

ープウェイ街とか。そういう中に西予市のブースを持っていって、そんなに

経費もいらないんじゃないかと思うんですけど、そういう検討をされたらと

思うんですけどもご意見がありましたらお願いします。 

 ただ今いろいろなアイデアを聞かせていただいて、誠にありがとうございま

す。東京で行われております県のスペースでございますが、常設とはいきま

せんけれども、年に何回か愛媛県全体とか、或いは西予市を紹介するイベン

ト等の時期がございまして、その時にはジオパークの看板とか写真とか、こ

れは行っていただいているところは推進室とは違いますけれども、各課と連

結を取りまして、PR を進めているところでございます。松山も非常にこれ

から西予市とは連携を深めて、私たちもいきたいと思っておりますが、まだ

どこかにブースを構えていただくお願いはまだしておりませんし、これから

松山までこられたお客さんを、いかに西予市に来ていただくということは非

常に大切なことだと思いますので、今、作成しております推進計画等を照ら

し合わせながら計画的に進めてまいりたいと思います。以上でございます。 

暫時休憩（１３：３１） 

再開します（１３：３５） 

 今高橋課長の説明の中で、観光情報誌を新規に整備するというお話がありま

した。これわかりましたら発行部数とか、事業内容の詳細について説明いた

だけたらと思います。 

 ただ今源副委員長のご質問でございますが、今の計画といたしましては、日
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大平企画財務部長 

 

 

 

 

本語版の場合でございますけども、2 万部発行する予定でございます。その

内の 1,500 部づつは構成しております 5 つの市町、八幡浜、大洲、西予、内

子、伊方それぞれ 1,500 部づつ渡すというような計画です。残りを高速道路

のサービスエリア、或いは松山観光港、松山空港、JR四国の主要駅、そうい

うところに配布するというような計画でございます。以上でございます。 

 海外という話があったので。なんで紙なのかなといつも思います。当然西予

市の方で独自に発行されるわけでもないですし、今おっしゃっていただきま

した 5 市町の連合体でこういった事業をされてると思うんですけど、海外に

やるんだったら、ネットの情報の方が良いかなと思いましたんで、またそこ

ら辺のことはこの協議会があると思いますので、検討をしていただきたいな

と思いまして意見とさせていただきます。以上です 

 今の時代ですので、ホームページ等で発信する事は大事だと思いますので、

この八幡浜・大洲市町村広域圏の協議会とか、あの或いは事前の事務局の話

の中でそういう議題も出さしていただきたいと思います。以上でございます。 

 若干補足さしていただきたいと思います。私、あんまりこの組合の皆さんの

ことを当てにしているつもりは全くございません。四国の観光に関するホー

ムページ、非常にデザイン性が悪く、誰が訪れてほしいのかなという、よく

わかんないようなサイト作っているものが、非常に多くございます。こうい

った方々に、取り敢えずコンテンツだけ載せてくれなんて言ったって、殆ど

意味がないことと私は正直思っております。ですので、当市においては、そ

ういったところと差別化いたしまして、観光アプリを愛媛大学と開発しよう

というふうに思っておりますけれども、これもちょっとなかなか進んでおり

ませんが、この観光アプリの中で多言語対応をすぐにはできませんが、経年

経って出来るような形でやりたいなと、このように考えて次第でございます。

以上です。 

 課長さんご存知だと思いますけれども、今の配布先を説明していただきまし

たけれども、松山だったら道後かお城。あそこのロープウェイにパンフレッ

トを置いているのは四国中央市だけなんですよね。愛媛県20市町の中でパン

フレットを置いているのは四国中央市だけしか置いておりませんので、そう

いうところにも配布が出来ればしていただいたらと思っております。以上で

す。 

 この組合の配布先について、我々は意見は申し上げられますが、決定するの

は組合側でございますので、そこの配布先がどうなるかは正直わかりません。

ですが、こと西予市に関して申し上げれば、松山のそういったところに置け

ないのかと言えば、まだ話にも行ったことがないというわけでございまして、

これは是非話に行かないといけないなと思っております。松山の西泉副市長
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岡山委員長 

二宮委員 

 

 

 

には、観光課に行きますからちゃんと予定を空けておいてくださいという話

は、来てくれという話はいただいておりますので、今ボールを持っているの

はこちら側でございますので、動かなければ当然松山もNOサンキューとい

う事でございますので、我々の行動に掛かってるかなというふうに思ってご

ざいます。以上でございます。 

 私が理事者のような答弁をしたらいかんのですけど、今大平部長が組合と言

われましたけれども、これは八幡浜大洲地区広域圏事務組合議会というのが

ありましてね、議員がご案内の様に議長と総務委員長です。ですからそこで

しっかりとした意見を述べてもらったらいいんではないかなと思います。そ

れともう一つ、これは私一般質問でもさしてもらいましたけれども、7 月 2

日に朝立会館が落成、こけら落としがあります。西予市観光協会三瓶支部が

新たにパンフレットを作成するというふうなことがあるようでございますの

で、その席で朝立会館、いわゆる朝日文楽を載せてくれというふうに要望し

ておりましたけれども、西予市としてもジオパークと絡めて大平部長の先進

的な発想のもとで、組み入れてもらったらありがたいなとこのように思いま

すので、是非ご一考をお願いしたいと思います。 

 ご提案賜りましたので、こちらで検討させていただきたいと思います。 

 他にありませんか。 

 質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

暫時休憩（１３：４２） 

再開します（１３：４６） 

 【教育部】 

 松川教育部長に挨拶を促す。 

 挨拶を行う。 

【教育総務課所管分】 

議案第議案第議案第議案第 77773333 号号号号西予市立学校及西予市立学校及西予市立学校及西予市立学校及びびびび幼稚園設置条例幼稚園設置条例幼稚園設置条例幼稚園設置条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例制定条例制定条例制定条例制定にににに

ついついついついてててて    

教育総務教育総務教育総務教育総務課所管分課所管分課所管分課所管分についてについてについてについて、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

 資料により説明を行う。 

質疑を諮る。 

 再編計画について、一点お伺いしたいんですけれども、今回の城川の統合で、

宇和地区以外は全部予定通り終わったと思うんですけれども、当初の再編計

画の中で、宇和地区が平成30年の予定だったと思うんですが、私は岩城校区

ですけれどもそういう話もいまだにないという状況の中で、今後どういう風
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に宇和がなっていくのかなというのが 1点と、今そこそこ宇和町小学校以外

の周辺の学校も児童が居りますけれども、今の団塊の世代の子供さんらのそ

の下が今の児童ですから、4、5年したらどうなるのかなという人数が、もし

わかれば宇和町小学校以外の周辺の予想の児童数がわかれば教えていただき

たいなと思います。 

 宇和地区の小学再編計画におきましては、当初予定では平成 26 年 4 月 1 日

に宇和下小学校という事で、皆田小学校に明間小学校が段階的に統合すると

いう計画でありました。これにつきましては、当初の再編計画の中で、三瓶、

明浜、野村の再編を進めていく中で、計画通りにいかないこともありまして、

2、3年期間がずれてきておりました。昨年も明浜の学校統合、野村の統合と

城川地区の再編のお願いというところで、事務局としましても、若干の宇和

地区の方に、なかなか予定通り入ることができなかったというところが正直

なところで、そこら辺につきましては、反省をしないといけないところでは

あるんですが、今お話がありましたように、宇和地区以外のところは見通し

が立ちましたので、今年から本格的に改めて宇和地区、特に段階的統合を予

定しております明間小学校に出向きまして忌憚なく説明をさせていただきた

いと、その中で宇和地区全体の取り組みも各地区で行っていきたいと考えて

おります。もう一点の宇和地区の小学校の人数なんですが、少々お待ちくだ

さい。 

暫時休憩（１３：５４） 

再開します（１３：５５） 

 27年におきましては、944名、今分かっている数字なんですが、28年が945

名、29年が939名、30年が910名、31年が884名、32年が865名という

風に今時点での数字は掴んでおります。以上です。 

 ありがとうございました。周辺が進む中で、私らの近所でも、宇和はどうな

ってるのという事をよく聞かれますんで、質問をさせてもらったんですけど

も、当初の計画からはちょっとずれとるけれども、計画通り下の方の明間と

か皆田の方から、今から取り組んでいくということでよろしいんですよね。 

 私の方から補足をさせていただきます。今の再編計画というのは平成 21 年

10月、今から6年前に作成した計画でございます。その計画、当初の段階は

21 年の段階で小学校が 27 校ございました。それをこの計画では 9 校にする

というのが再編計画でございます。今回、この条例改正によりまして、来年

4月1日には城川が一つの小学校になります。その段階で27校が13校に再

編されたということになります。後計画の中で、まだ未実施のところが、宇

和ということになるんですが、この計画の説明につきまして、改めて宇和町

の皆様方には改めてご説明を申上げまして、その中で今後動きを作っていき
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たいと考えております。計画上は平成33年に宇和の再編計画が終わると、再

編されるという計画ではあるんですが、今後進捗状況によりまして、十分な

る検討を重ねていく必要があろうかと判断しております。以上答弁とさせて

いただきます。 

 今回、来年度の 28 年 4 月 1 日から城川の方では合併しますが、前日の一般

質問で小野議員が質問されておりました、統廃合された所の学校の歴史とい

いますか、校歌とか、校旗とかの取り扱いについて質問されましたけど、こ

れの取り扱いについて城川限り質問させてもらいますが、城川ではどのよう

に取り扱うように考えられてますか。 

 今程学校再編に伴う城川における、校訓とか校歌の掲示についてでございま

すが、他の明浜、三瓶、野村と同様な形で取り組んで行こうと考えておりま

す。以上答弁といたします。 

 前回の答弁をお聞きしとったら、統合した学校の校舎というか体育館辺りは

地区の方が利用するから、そういう所にそういう物を展示したりして皆さん

の目に触れる所とか、みんなが集まる所でまた学校のことを思い出していた

だきたいという意味も込めて、そういう所に展示なりして活用していきたい

ということを言われていたと思うんです。これからいろんな公共施設の活用

ということで、学校施設も形を変えていくようなことがあると思うんですよ。

そういう時に、それを次の段階に持っていくときに、どういう風にしたらい

いかということも考えていかんといかん。その時にはですね、是非地区の方

の意向とか、その学校の卒業生あたりですね、そういう事のご意見を多分聴

衆されると思いますが、是非ですね、そこんとこを一番に尊重して、進めて

いただきたいなというのが希望でございます。以上です。 

 小野議員の一般質問の時に答弁もさせていただきましたが、教育委員会サイ

ドで一方的に決めるようなことは一切いたしません。地元の想いのある学校

施設でございますので、地元の方々と協議をしながら、進めていきたいと思

っております。以上です。 

 今の菊池委員の質問の関連なんですけれども、一昨年三瓶地区が再編された

時に、それぞれの学校が閉校記念でもの凄く立派なものを作られたものを見

させていただいて、すごいと思っていたんですけれども、最近その学校を訪

れたら廃校となっていますのでいろんな面でちょっと寂しくなってますよ

ね。その中に埋もれているような状況じゃないのかなと僕自身が感じたんで、

提案的なんですけども、閉校記念の物を新しい統合した学校に寄せて置いと

った方が、皆さんの目にも触れるんじゃないかと思うし、地元の皆さんは地

元の皆さんで無くなったところが大事ですよという思い入れもあろうと思う

んですけども、あれだけのいいものを作ってああいう場所に置いとくのはど
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うなのかなという気がしましたんで、今後検討の余地があるかどうかに入れ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 関連的に、校長室に掛かっている校長先生の写真ですよね。この取り扱いが

聞くところによると、写真まで手が出んとか、放っとけとかいうような声が

ちらっと行政の方から出たやに聞いているんですが、やはりこれは歴代の校

長先生がその赴任地の教職員、児童、地域を一生懸命考えておられた校長先

生ばかりだと思うんですよね。それが校長室に歴代の校長先生の写真がほこ

りまみれになっているというのは、人間として寂しい気がするんですよね、

その辺のところ良い案があれば、ご一考いただいたらなとこのように思いま

すが、いかがですかね。 

 私は昨年高山小学校が閉校したんですけども、明浜は校長写真を全部データ

化していると、それから全部各学校ファイルに全部その写真を取って入れて

新生の明浜小学校に全部も送っています。もちろん閉校記念誌にも載せてい

ます。ちょっと三瓶小学校と野村小学校の扱いについては私は把握していな

いんですが、大事に扱わさせてもらっています。以上です。 

 明浜の場合は、私も昨年度は総務委員長をさせてもらって閉校式に行かして

もらいました。本当に100年来の写真を綺麗に保管されて、これは見事なも

のだったです。それで今お聞きしますと校長先生の写真もそういう風にして、

いい事例があるわけですから、良いことはどんどん取り入れていただいてで

すね、明浜地区だけではなしに西予市全体として教育委員会が一つの方針の

もとで、是非予算化してそういう風に取り組んでいただいたらなと、このよ

うに思います。 

他にありませんか。 

 質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

議案第議案第議案第議案第82828282号平成号平成号平成号平成22227777年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算((((第第第第1111号号号号))))についてについてについてについて    

教育総務教育総務教育総務教育総務課所管分課所管分課所管分課所管分についてについてについてについて、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

予算書により説明を行う。 

 質疑を諮る。 

 31、32ページに生活支援員の補正が出とるわけですけども、今回の補正は当

初予算と年度始まってからの人数の差で補正が出たという事ですが、例えば

対象の児童生徒の方が年度途中で転校とかされていなくなった時に、生活支

援員さんがマンツーマンで行われていると思うんですけれども、担当の支援

員さんは、年度途中で解雇されるのかどうなのか。そこのところを教えてい

ただきたいんですけど。 
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 今までにそういうケースがありませんので、いますぐに結論を出せない部分

ではありますが、小学校につきましては基本原則1人1名の支援者に対して

1名の支援員をという事にしておりますけれど、同じクラスで3名でしたら1

名の支援員さんで対応しているという部分もありますので、実際には小学校

につきましては、41名を 33名で対応しているというところもございます。

そういったところの兼ね合いも考えながら今後協議をさせてもらったらと考

えております。 

 昨年度の総務委員会の中で時給の話をさせていただいて、なんで減らしたの

かという事を質問させてもたっらんですけれども、生活支援員をしている皆

さんにも生活があるわけですから、例えば解雇になりそうな時には途中でこ

うなりますよ、というのを先に告げておくのが筋だと思いますし、早めにそ

ういうところの検討もお願いしたいと思います。 

 私の方からもご答弁をさせていただきます。生活支援員それぞれの方と教育

委員会とで雇用契約を結んでおります。その雇用契約にのっとりまして、契

約の中にはいついつまでに連絡をしなければならないというような契約形態

を結んでおります。その雇用契約に基づいて検討していくことになろうかと

思います。 

 他にありませんか。 

 質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

暫時休憩（１４：２０） 

再開します（１４：２８） 

【生涯学習課所管分】 

議案第議案第議案第議案第82828282号平成号平成号平成号平成22227777年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算((((第第第第1111号号号号))))についてについてについてについて    

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習課所管分課所管分課所管分課所管分についてについてについてについて、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

予算書により説明を行う。 

 質疑を諮る。 

 質疑無く、質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決することを宣言する。 

質疑を終結する。 

暫時休憩（１４：３２） 

再開します（１４：３５） 

【文化体育振興課所管分】 

議案第議案第議案第議案第82828282号平成号平成号平成号平成22227777年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算年度西予市一般会計補正予算((((第第第第1111号号号号))))についてについてについてについて    
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文化体育振興課文化体育振興課文化体育振興課文化体育振興課所管分所管分所管分所管分についてについてについてについて、、、、部課長部課長部課長部課長のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。 

予算書により説明を行う。 

 質疑を諮る。 

 先程賃金の改定の中で説明していただいた通り、今年からギャラリーしろか

わの館長が前館長が兵頭館長、前々館長が浅野館長だったかと思います。今

回正規職員を配置したという事はそれなりに期待をしておるところでもあ

し、この後所管事務調査でギャラリーしろかわを伺いますので、今後どのよ

うな形で活用していくのか、その辺り辺りがありましたらで説明いただきた

いと思います。 

 西予市の中でもギャラリーしろかわは美術館という位置付けになってると思

いますが、西予市全体の美術館というような位置付けに、かまぼこの板の絵

展が一つの大きな事業の柱となっておりますが、西予市全体の美術館として

の位置付けというものも大きく、今後展開できるように期待するところでご

ざいます。 

 今年だったと思うんですけど、宇和球場と運動公園。こちらの方の改の修状

況を視察に行ったんですけれども、その時はまだ重機等が掘り起こしてると

ころで、形は想像できなかったですけどね。現場の監督さんの説明では順調

にいっていますよということでしたが、現在どのくらい進捗されとるのか、

そこら辺のことをご説明いただけますでしょうか。 

 平成 27 年 5 月末の現在でございますが、宇和球場において工事概算ベース

でだいたい 24.2％、4 分の 1 の進捗状況となっております。続いて宇和運動

公園の方でございますが、27年度末で工事が全部終わるという事になってお

りますので、工事費の概要ベースとして32％の進捗状況となっているところ

でございます。以上です。 

 他にありませんか。 

 質疑を終結する。 

採決に移る旨を告げ、賛成の委員の挙手を求める。 

挙手全員であり、委員会として原案可決すること宣言する。 

以上で総務常任委員会に付託をされました全議案について終了いたしまし

た。 

 今定例会はこれにて散会とする。 

 閉会宣言（閉会 １４：４４） 

 

 

 

 


